
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税で使われる用語 

Ｑ：私は、個人事業者です。来年から消費

税が課税されるかもしれないとのことですが、

消費税で使われる言葉がよくわかりません。

簡単に教えてください。 

 

Ａ：消費税でよく使われる言葉は次のよう

な内容です。 

【解説】 

① 課税期間 

消費税の計算の基礎となる期間で、個人事

業者は暦年、会社は事業年度です。 

②基準期間 

個人事業者については前々年、会社は前々

事業年度をいいます。 

③資産の譲渡等 

事業として対価を得て行われる資産の譲渡、

貸付け及び役務の提供をいいます。 

④課税資産の譲渡等 

資産の譲渡等のうち非課税取引を除いた課

税取引及び免税取引をいいます。 

⑤課税売上げ、課税仕入れ 

消費税が課税される取引のことで、非課税

取引は含みません。 

⑥課税売上高、課税仕入高 

消費税が課税される取引の売上金額の合計

金額からその取引にかかる返品、値引き、

売上割戻し等にかかる金額の合計額を控除

した残額をいいます。 

⑦課税貨物 

保税地域から引き取られる外国貨物のうち、

有価証券や郵便切手等消費税を課さないこと

とされているもの以外のものをいいます。  
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